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(57)【要約】
【課題】医療用ステイプラーの製造工程の合理化をはか
る。
【解決手段】医療用ステイプラーに於けるラム５と協働
して支持した医療用ステイプル３を成形して生体組織を
縫合するアンビルＡであって、成形後のステイプル３に
於ける成形頂部の寸法に対応する寸法を有し、ステイプ
ル３のクラウン３ｂを支持する支持部１１と、支持部１
１に於けるステイプル３のクラウン３ｂに沿った方向の
両端部分に形成され、支持したステイプル３が成形され
る際にクラウン３ｂと接触して曲がり部分を規定する面
取り角部１２と、を有し、面取り角部１２は塑性加工に
より硬化して形成されている。
【選択図】        図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用ステイプラーに於けるラムと協働して支持した医療用ステイプルを成形して生体
組織を縫合する医療用ステイプラーのアンビルであって、
　成形後の医療用ステイプルに於ける成形頂部の寸法に対応する寸法を有し、医療用ステ
イプルの胴部を支持する支持部と、
　前記支持部に於ける医療用ステイプルの胴部に沿った方向の両端部分に形成され、支持
した医療用ステイプルが成形される際に該医療用ステイプルの胴部と接触して曲がり部分
を規定する角部と、を有し、
　前記角部は、塑性加工により硬化した面取り角部として形成されていることを特徴とす
る医療用ステイプラーのアンビル。
【請求項２】
　前記支持部は医療用ステイプルの胴部の太みよりも大きい突出寸法を有する片持梁状に
形成され、
　前記片持梁状に形成された前記支持部に於ける前記医療用ステイプルを成形する成形位
置から該支持部の自由端に渡って塑性加工により硬化した面取り角部が形成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載した医療用ステイプラーのアンビル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体組織を縫合する際に用いる医療用ステイプラーに於けるアンビルの構造
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　外科手術では、医療用ステイプラーを用いて切開された生体組織を縫合することが行わ
れている。医療用ステイプラーは、医療用ステイプルのクラウン（胴部）をアンビルによ
って支持した状態でラムをアンビル方向に移動させ、該ラムの幅方向両端に形成した一対
の脚部によって医療用ステイプルを四角形状に成形する過程で患部を縫合するものである
。患部を縫合する医療用ステイプルは、金属の線材を素材として、直線状のクラウンと、
クラウンの両端側に形成され該クラウンに対し略直角に屈折した一対の脚と、からなるコ
字状に形成されている。
【０００３】
　医療用ステイプラーのアンビルは、供給された医療用ステイプルのクラウンを支持して
良好な形状に成形し得るように構成されると共に、成形された医療用ステイプルが円滑に
離脱し得るように構成されている。このようなアンビルとして、複数の医療用ステイプル
を載置した状態で収容すると共にアンビルに対して連続的に供給するマガジンと一体的に
構成されているものがある。この構造では、アンビルはマガジンの先端部分に片持梁状に
突出して形成されている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　またハウジング内に、アンビルを設けた板状の部材を縫合部位に向けて移動可能に収容
すると共に、板状の部材からなるラムをアンビルに向けて移動可能に且つ縫合部位に向け
て移動可能に収容して構成した医療用ステイプラーもある。このように構成された医療用
ステイプラーでは、アンビルを収容部に対向させて医療用ステイプルの供給を受け、この
状態でラムのみを移動させてアンビルとの間に医療用ステイプルを挟み、アンビルとラム
を同時に縫合すべき部位に接近させると共にラムをアンビルに対して移動させることで医
療用ステイプルを成形することが可能である。この構造であっても、アンビルは片持梁状
に形成される。
【０００５】
　四角形に成形されて患部を縫合した医療用ステイプルは、スプリングバックにより元の
形状に復帰しようとする。スプリングバックが生じると、縫合した患部を開かないように
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保持しようとする目的を妨げることとなるため、好ましくない。このため、医療用ステイ
プルの屈折部分が略直角に成形されてスプリングバックが最小限となるように、医療用ス
テイプラーのアンビルは、医療用ステイプルを成形する際の支点となる幅方向（医療用ス
テイプルの長さ方向）の両端の角部が鋭角又は略直角に形成されているのが一般的である
（例えば特許文献２参照）。
【０００６】
　上記の如く構成された医療用ステイプラーのアンビルは、医療用ステイプルのクラウン
の中央部分であって脚の長さの略２倍の部分を支持する。このため、医療用ステイプルの
両端の脚はアンビルから片持梁状に突出しており、ラムの脚部がクラウンに当接して成形
を開始すると、該クラウンはアンビルの幅方向（医療用ステイプルの長さ方向）の両端部
を支点として弓なりに屈曲する。従って、医療用ステイプルを成形する際には、アンビル
の幅方向の両端部に成形時の力が集中することになる。
【０００７】
　上記の如く、医療用ステイプルを成形する際の力が集中して作用することによって、ア
ンビルの両端部に凹みが生じ、該凹みは成形数の増加に伴って成長するという問題が生じ
た。この結果、良好な成形形状を保持し得なくなるという問題や、成形された医療用ステ
イプルの円滑な離脱が阻害されるという問題が派生している。
【０００８】
　最近の医療用ステイプラーでは、上記の如き問題を解決するために、アンビル全体を硬
化させることが行われている。即ち、焼き入れや析出による硬化が期待できる材料を用い
てアンビルをプレス成形した後、熱処理によって硬化させている。
【０００９】
　一方、成形された医療用ステイプルをアンビルから円滑に離脱させるために、医療用ス
テイプルを整列させた状態で保持する保持部に対してアンビルを予め設定された角度で傾
斜させた構造とすることが一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－３０５１３６号公報
【特許文献２】特開２０１１－２０６５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、アンビルを熱処理によって硬化させた場合には、アンビルに微妙な変形（曲が
り）が生じるため、医療用ステイプルを円滑に離脱させるために設定された保持部に対す
るアンビルの傾斜角度が不安定なものとなってしまい、成形された医療用ステイプルの円
滑な離脱を阻害する虞が生じる、という問題があった。
【００１２】
　本発明の目的は、成形数が増加しても、良好な成形形状を保持すると共に成形された医
療用ステイプルの円滑な離脱を実現する医療用ステイプラーのアンビルを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために本発明に係る医療用ステイプラーのアンビルは、医療用ステ
イプラーに於けるラムと協働して支持した医療用ステイプルを成形して生体組織を縫合す
る医療用ステイプラーのアンビルであって、成形後の医療用ステイプルに於ける成形頂部
の寸法に対応する寸法を有し、医療用ステイプルの胴部を支持する支持部と、前記支持部
に於ける医療用ステイプルの胴部に沿った方向の両端部分に形成され、支持した医療用ス
テイプルが成形される際に該医療用ステイプルの胴部と接触して曲がり部分を規定する角
部と、を有し、前記角部は、塑性加工により硬化した面取り角部として形成されているも
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のである。
【００１４】
　上記医療用ステイプラーのアンビルに於いて、前記支持部は医療用ステイプルの胴部の
太みよりも大きい突出寸法を有する片持梁状に形成され、前記片持梁状に形成された前記
支持部に於ける前記医療用ステイプルを成形する成形位置から該支持部の自由端に渡って
塑性加工により硬化した面取り角部が形成されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る医療用ステイプラー（以下、単に「ステイプラー」という）のアンビルで
は、支持した医療用ステイプル（以下「ステイプル」という）が成形される際に、ステイ
プルの胴部（以下「クラウン」）と接触して曲がり部分を規定する角部が、塑性加工（冷
間鍛造）により硬化した面取り角部として形成されている。従って、アンビルを製造する
際に熱処理工程が不要となり、アンビルに熱処理による変形を生じさせることがない。こ
のため、アンビルの保持部に対する傾斜角度を一定にすることができ、ステイプルを円滑
に離脱させることができる。
【００１６】
　尚、アンビルを形成する際には、アンビルに対応する素材の角部のみを塑性加工すれば
良い。このため、アンビルに対応する部分全体をプレス加工した場合に比較して、幅方向
の寸法の変化を考慮する必要がなくなり、より簡単に製造することができる。
【００１７】
　特に、ステイプルを成形する際に角部に力が集中した場合でも該角部に凹みが形成され
ることがない。このため、ステイプルを良好な成形形状に保持することができ、且つステ
イプルの成形数が増加した場合であっても安定した成形形状を保持することができる。
【００１８】
　アンビルの支持部が医療用ステイプルの胴部の太みよりも大きい突出寸法を有する片持
梁状に形成され、前記片持梁状に形成された前記支持部に於ける成形位置から自由端に渡
って塑性加工により硬化した面取り角部が形成されているため、アンビルの表面に段差が
生じることがない。このため、成形されたステイプルの円滑な離脱を阻害することがない
。
【００１９】
　特に、片持梁状に突出したアンビルに硬化した面取り角部が形成されているため、曲げ
強度が向上し、自由端である先端部分でステイプルの成形を行った場合でも、充分に対抗
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ステイプラーの構成を説明する三面図である。
【図２】ステイプルを収容する保持部と一体的に構成されたアンビルを説明する図である
。
【図３】アンビルの構成を説明するための拡大側面図である。
【図４】アンビルの構成を説明するための拡大平面図であり、図３のＩＶ矢視図である。
【図５】ステイプルの成形過程を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係るステイプラーのアンビルの構成について説明する。本発明に係るア
ンビルは、クラウンと一対の脚からなるコ字状に形成されたステイプルを支持し、ラムと
の協働によって支持したステイプルをロ字状に成形するものである。特に、ステイプルを
支持したとき、アンビルのステイプルの長さ方向に沿った方向（アンビルの幅方向）の両
端の角部を塑性加工により硬化させた面取り角部として構成することで、強度を向上させ
てステイプルの成形を安定させたものである。
【００２２】



(5) JP 2014-33768 A 2014.2.24

10

20

30

40

50

　本発明のアンビルは、ステイプルの供給を受けて支持する機能と、成形時にラムからス
テイプルに付与される力が面取り角部に集中した場合でもこの力を支持する機能と、を有
し、ステイプルの成形が終了したときには、該ステイプルを円滑に離脱させ得るように構
成される。従って、アンビルは前記機能を発揮し得るものであれば、形状や材質を限定す
るものではない。
【００２３】
　例えば、アンビルは複数のステイプルを収容したマガジンと一体的に形成され、該マガ
ジンからステイプルを連続的に供給されるように構成されていても良い。また、アンビル
がマガジンとは別体として形成され、患部を縫合する際の操作に伴ってマガジンに対向し
てステイプルの供給を受けるように構成されていても良い。
【００２４】
　また、アンビルの材質は塑性加工により硬化するものであれば良く、材質を限定するも
のではない。しかし、ステイプラーの場合、流通段階で錆が生じるのは好ましいことでは
ない。このため、錆が発生する虞のないオーステナイト系ステンレスを素材として用いる
ことが好ましい。このオーステナイト系ステンレスでは、熱処理による硬化は期待し得な
いが冷間加工によって硬化させることが可能である。
【００２５】
　また、流通段階での防錆処理が確実になされている場合、マルテンサイト系ステンレス
や析出硬化型ステンレス、或いは鋼であっても、冷間塑性加工による硬化は見込まれる。
このため、アンビルをマルテンサイト系ステンレスや析出硬化型ステンレス、或いは鋼を
素材として用いることも可能である。
【００２６】
　アンビルの角部を硬化させる塑性加工は、プレスによる材料の打ち抜きや曲げ等を対象
とする成形加工ではなく、角部を押し潰して硬度を増大させる冷間鍛造である。即ち、材
料の断面積を縮小させるような加工によって塑性変形させることで、加工硬化を生じさせ
るものである。
【００２７】
　このため、アンビルの角部に対する塑性加工は、該アンビルに支持したステイプルを成
形する際に作用する力に充分に対抗し得るような硬度まで硬化させる加工であれば良く、
形成された面取り角部の形状を限定するものではない。しかし、ステイプルを成形する際
の作業に悪影響を与えたり、成形されたステイプルに障害を与えるような形状であっては
ならない。このため、面取り角部の形状は、Ｒ面取り、Ｃ面取り、或いは多角形の面取り
等から選択された形状であって良い。
【００２８】
　アンビルの面取り角部は、ステイプルを成形する際に作用する力に対抗するのに充分な
硬度まで硬化していることが必要である。このため、アンビルの角部に対する加工率は、
アンビルの素材の材質や厚さ等の材料条件、及びステイプルの材質や表面硬度或いは太み
等のステイプル条件、を考慮して適宜設定される。従って、アンビルに形成された面取り
角部の面取り寸法は限定するものではない。
【００２９】
　本件発明者等は、複数のステイプルを良好に成形することが可能で、且つステイプラー
に収容されている全数のステイプルを成形した後でも窪みが生じることのない面取り角部
の硬度、及び塑性加工によって前記硬度を発現し得る加工率を実験によって求めた。
【００３０】
　即ち、異なる硬度を持った面取り角部を有するアンビルを形成し、ステイプルの成形性
能、及び複数本の成形に伴う窪みの生じ方について確認した。その結果、ステイプルを良
好な形状に成形することが可能で、且つ複数本（医療用ステイプラーが保持する程度の本
数）成形しても窪みが生じることのない最も低い硬度はＨｖ３６０であった。
【００３１】
　アンビルの面取り角部が上記硬度よりも高い硬度を有していれば、ステイプルを安定し
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た形状を保持して安定して成形することが可能であり、且つ成形されたステイプルを円滑
に排出することが可能であることを確認した。特に、より安定性を求めるには、Ｈｖ４２
０程度以上であることが好ましく、最大でもＨｖ５９０程度であることが好ましい。
【００３２】
　アンビルの材質をオーステナイト系ステンレスであるＳＵＳ３０１としたとき、面取り
角部に前述した硬度を発揮させることが可能な加工率について図４（ｂ）を参照して説明
する。加工率は、アンビルＡの支持部１１の断面において、面取りにより断面積が縮小し
始める部分（面取り角部１２の内側起点）から該支持部１１の底面（裏面）に垂線を引い
たときに、垂線から直近の面取り角部１２の外側端部を含む支持部１１の側端までの断面
積を、加工前の同部分（垂線から直近の面取り前角部を含む支持部１１の側端までの断面
積、以下、「角部断面積」とする）から引いたもの(縮小分断面積)を求めたうえで、その
縮小分断面積の角部断面積に対する割合で表した。
【００３３】
　即ち、加工率＝縮小分断面積／角部断面積×１００（％）とした。
【００３４】
　面取り角部を塑性加工する際の加工率を変化させた多数のサンプルを作成し、夫々の硬
度を測定したところ、Ｈｖ３６０を実現する加工率は７％であった。そして、加工率が７
％よりも大きくなると、面取り角部の硬度はＨｖ３６０よりも上昇する。しかし、無制限
に上昇させることは支持部に割れやクラックが生じて好ましくはなく、最大でもＨｖ５９
０程度であるという結果を得た。
【００３５】
　以下、本発明に係るアンビルを用いたステイプラーの構成について図により説明する。
図１に示すステイプラーは、ハウジング１と、ハウジング１に回動可能に装着され一方の
端部に駆動部２ａが形成されたレバー２と、ハウジング１の下端側に配置され複数のステ
イプル３を収容する収容部４と、収容部４を構成する保持部４ａに連続して形成されハウ
ジング１に対し位置移動不能に構成されたアンビルＡと、アンビルＡの方向に移動可能に
配置されアンビルＡに支持されたステイプル３を成形するラム５と、ラム５をレバー２の
駆動部２ａ方向に付勢する付勢部材６と、を有して構成されている。
【００３６】
　ハウジング１及びレバー２は合成樹脂（本実施例ではＡＢＳ樹脂）によって成形されて
おり、把持し易さや操作性を考慮した形状に形成されている。ハウジング１の正面であっ
て下方には、アンビルＡに支持された未成形のステイプル３の両端部分と当接して該ステ
イプル３がステイプラーから離脱することを防止する一対の当接片１ａが形成されている
。これらの当接片１ａの間に、成形されたステイプル３がアンビルＡから離脱する際に通
過する開口１ｂが形成されている。
【００３７】
　ハウジング１の所定位置には軸７が配置されており、該軸７にレバー２が回動可能に装
着されている。ハウジング１の把持部１ｃは断面がコ字状に形成されており、この形状に
よってレバー２を操作して回動させたとき該レバー２を受け入れることが可能である。ま
たハウジング１の収容部４に対応する位置には付勢部材６の座１ｄが設けられたフランジ
１ｅが形成されている。
【００３８】
　ハウジング１の正面壁１ｆの内部側であってフランジ１ｅとの間には、ラム５の移動を
案内する案内部８が形成されている。この案内部８はラム５の板厚よりも僅かに広い溝に
よって形成されており、ラム５の幅方向の両端部分を嵌合することで、該ラム５の移動方
向をアンビルＡに接近させ或いは離隔させる方向に案内することが可能である。
【００３９】
　ステイプル３はステンレス鋼の線材によってコ字状に形成されており、図５に示すよう
に、両端部分に生体組織を刺通する際の抵抗を小さくするために鋭い尖端を有する一対の
脚３ａが形成され、中央に胴部となるクラウン３ｂが形成されている。クラウン３ｂは生
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体組織を縫合する際に折り曲げられる部分である。
【００４０】
　ステイプル３は、予め設定された数が並べられた状態で収容部４に収容されている。こ
の収容部４は、先端位置がアンビルＡに連なり複数のステイプル３を並べて保持する保持
部４ａと、保持部４ａに保持されたステイプル３に当接する当接部材４ｂと、当接部材４
ｂを介してステイプル３をハウジングの当接片１ａ方向に付勢する付勢部材４ｃと、保持
部４ａと当接部材４ｂ及び付勢部材４ｃを収容するケーシング４ｄと、を有して構成され
ている。
【００４１】
　保持部４ａは、予め設定された数のステイプル３を保持する機能と、先頭にあるステイ
プル３が成形されてアンビルＡから離脱したとき付勢部材４ｃによって付勢されたステイ
プル３の移動を案内する機能と、を有するものである。特に、保持部４ａは、アンビルＡ
に対するステイプル３の供給を円滑に行えるように、アンビルＡと連続して一体的に構成
されている。
【００４２】
　保持部４ａは、複数のステイプル３を安定して保持すると共に、円滑な移動を実現し得
るように、正面視がΩ状に形成されている。即ち、頂部がステイプル３のクラウン３ｂを
載置して案内する平坦部４ａ１として構成され、この平坦部の幅方向（クラウン３ｂの長
手方向に沿った方向）の両端部に夫々下方に垂下する垂下部４ａ２が形成され、これらの
垂下部の下端が夫々外方に屈折して形成されステイプル３の脚３ａを案内する脚案内部４
ａ３が形成されている。
【００４３】
　当接部材４ｂは、ステイプル３と同様の形状に形成され、保持部４ａに並んだ最後部に
あるステイプル３と当接し、且つ例えば圧縮バネ等の付勢部材４ｃに付勢されることで、
ステイプル３をアンビルＡ方向に付勢している。また、ケーシング４ｄがハウジング１に
固定されることで、収容部４及びアンビルＡは、ハウジング１に対し位置移動不能に構成
されている。
【００４４】
　ラム５はレバー２に駆動されてアンビルＡの方向に移動し、この移動過程でアンビルＡ
に支持されたステイプル３を成形するものである。ラム５の上端部は略直角に折り曲げら
れており、上面にレバー２の駆動部２ａが当接し、下面に付勢部材６の端部が当接してい
る。またラム５の下端部であって幅方向の両側には一対の脚５ａが形成されている。
【００４５】
　ラム５は、レバー２に力を付与して図１に於ける半時計方向に回動させたとき、この回
動に応じて駆動されてアンビルＡ方向（下方）に移動し、レバー２に付与していた力を除
去したとき、付勢部材６に付勢されてアンビルＡから離脱する方向（上方）に移動する。
ラム５の上方への移動に伴ってレバー２が付勢され時計方向に回動する。
【００４６】
　ラム５に設けた一対の脚５ａはアンビルＡに支持されたステイプル３を成形するもので
あり、アンビルＡを挟んで脚５ａの対向する面が成形面として形成されている。特に、脚
５ａの成形面とアンビルＡの端部との間の隙間Ｃは、ステイプル３の太みと、該ステイプ
ル３を成形する際に必要なクリアランス寸法と、を加えた寸法を有している。
【００４７】
　ステイプル３の成形形状は、一対の脚３ａの尖端が僅かな間隔を隔てて対向し、且つク
ラウン３ｂの屈折部分が略直角に成形された四角形である。またステイプル３の脚３ａの
長さは、アンビルＡの幅寸法の略１／２である。クラウン３ｂの屈折部分が「略」直角で
ある理由は、成形されたステイプル３がラム５の拘束の解除と同時に生じるスプリングバ
ックの影響により、正確な直角にはならないためである。
【００４８】
　ここで、ステイプル３の成形順序について図５により簡単に説明する。同図（ａ）は、
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ラム５が下降して脚部５ａがアンビルＡに支持されたステイプル３のクラウン３ｂに対し
て当接した状態を示している。この状態では、ステイプル３に力が作用せず、該ステイプ
ル３は初期の形状を保持している。
【００４９】
　同図（ｂ）に示すように、ラム５が引き続き下降すると、ステイプル３の下側部位がア
ンビルＡによって支持されていることで、脚部５ａによってステイプル３のクラウン３ｂ
に曲げ力が付与される。このため、付与された曲げ力によってステイプル３のクラウン３
ｂにアンビルＡの角部を支点とする曲がりが生じる。この過程で、脚３ａが患部を刺通し
て縫合が開始する。
【００５０】
　同図（ｃ）に示すように、ラム５の更なる下降によって、ステイプル３の曲げが増大し
、クラウン３ｂはアンビルＡの角部を支点として略直角に屈折し、脚３ａの尖端が互いに
対向した位置まで接近してステイプル３は四角形に成形される。この成形に伴って患部が
縫合され、成形されたステイプル３はアンビルＡから離脱すると共にハウジング１の開口
１ｂを通過する。
【００５１】
　上記の如くして患部を縫合することが可能である。
【００５２】
　次にアンビルＡの構成について図２～図４により説明する。前述したように、本実施例
に於けるアンビルＡは、複数のステイプル３を収容すると共にステイプル３をアンビルＡ
に供給し得るように構成された収容部４の保持部４ａと連続し、該保持部４ａから片持梁
状に突出して形成されている。また、アンビルＡは、保持部４ａの上面と同一平面内に形
成されたものではなく、保持部４ａに対し予め設定された角度を持って傾斜した状態で突
出している。このように、アンビルＡを保持部４ａに対して予め設定された角度で傾斜さ
せることによって、アンビルＡからステイプル３を円滑に離脱させることが可能である。
【００５３】
　アンビルＡは、保持部４ａと接続する接続部１０と、ステイプル３を支持する支持部１
１と、支持部１１の幅方向の両端部に形成された面取り角部１２とを有して構成されてい
る。支持部１１の自由端側であって、保持部４ａがケーシング４ｄに装着されたとき、ラ
ム５と対向する位置が成形位置１３として設定されている。
【００５４】
　このため、保持部４ａに収容された複数のステイプル３は、該保持部４ａから連続して
アンビルＡを構成する接続部１０と支持部１１まで到達し、先頭にある未成形のステイプ
ル３の両端部分（脚３ａ及びクラウン３ｂの両端部分）がハウジング１の当接片１ａに当
接することで保持されている。
【００５５】
　接続部１０は、保持部４ａから支持部１１に向けてステイプル３が円滑に移動し得るよ
うに、予め設定された保持部４ａに対する支持部１１の傾斜角度に対応させて湾曲して形
成されている。保持部４ａと支持部１１のなす角はステイプラーの設計段階で設定される
ものであり、一義的に決まるものではない。従って、接続部１０の半径や弧の長さ等の条
件は限定されず、特定のステイプラーに対応させて適宜設定される。また、接続部１０は
必ずしも必要なものではなく、保持部４ａに対し支持部１１が直接接続されて構成される
アンビルＡも存在する。
【００５６】
　支持部１１は湾曲した接続部１０に連続して直梁状に突出して形成されており、該支持
部１１の自由端である先端部は、ステイプル３を確実に支持するために、先頭にあるステ
イプル３よりも開口１ｂに僅かに入り込んでいる。開口１ｂは四角に成形されたステイプ
ル３がアンビルＡ及びハウジング１から離脱する際に通過するものであり、未成形時のス
テイプル３の長さ（クラウン３ｂを介した一対の脚３ａの外側までの寸法）よりも小さい
。
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【００５７】
　従って、患部を縫合する際には、支持部１１に支持されている複数のステイプル３のう
ち先頭に位置するステイプル３が利用されることとなり、支持部１１に於ける先頭のステ
イプル３の位置が成形位置１３となる。
【００５８】
　図４（ａ）、（ｂ）に詳細に示すように、面取り角部１２は塑性加工（冷間鍛造）によ
り硬化した部分であり、アンビルＡの支持部１１に於ける成形位置１３から自由端に渡っ
て形成される。即ち、面取り角部１２は、アンビルＡと一体的に形成された保持部４ａが
ケーシング４ｄに装着されたとき、支持部１１に支持される先頭のステイプル３の位置か
ら自由端まで形成されていれば良い。しかし、保持部４ａやアンビルＡの寸法が小さいこ
と、成形加工の際に設定される寸法公差、ハウジング１の寸法公差等の条件を考慮すると
、面取り角部１２は支持部１１の全長にわたって形成されていることが好ましい。
【００５９】
　本実施例に於いて、アンビルＡ、保持部４ａを形成する素材の材質はオーステナイト系
ステンレスであるＳＵＳ３０１であり、厚さは０．７０ｍｍである。また、支持部１１に
設定されている幅寸法は、５．３０ｍｍである。
【００６０】
　上記したアンビルＡ、保持部４ａを製造する場合、厚さ０．７０ｍｍのＳＵＳ３０１の
板を打ち抜いて、保持部４ａに対応する幅の広い部分と、アンビルＡに対応する幅の狭い
部分からなる羽子板状の素材を形成する。この状態の素材では、全周にわたって打ち抜き
プレスに伴うダレが生じる。
【００６１】
　このダレは、板の上面と下面に生じるものであり、曲げ成形と同様である。このため、
素材の周囲を多少硬化させることとなるが、冷間鍛造とは異なり、大きな硬化を生じるも
のではない。また、ダレは、打ち抜きプレス型に於けるクリアランスを適当な寸法に設定
することで、小さくすることが可能である。
【００６２】
　上記素材の幅の広い部分を折り曲げ成形して垂下部４ａ２、脚案内部４ａ３を有する保
持部４ａを成形する。この保持部４ａの成形により、平坦部４ａ１からアンビルＡを構成
する片が片持梁状に突出して形成される。
【００６３】
　上記片持梁状の片に於けるアンビルＡの支持部１１に対応する部分であって、幅方向の
両角部分を塑性加工することで面取り角部１２を形成する。支持部１１の両角部分に対す
る塑性加工は、下型によって対応する両角部分の下側の面を支持した状態で、上型によっ
て両角部分を押圧することで行われる。このため、素材は支持部１１の上側の両角部分が
上型の形状に対応する形状に押し潰される冷間鍛造が行われ、該両角部分が硬化する。
【００６４】
　本実施例に於いて、面取り角部１２は、打ち抜きプレスした素材を塑性加工することに
よってＲ０．２０に形成されている。このように形成された面取り角部１２の硬度はＨｖ
３６０であった。そして、この寸法と硬度を有する面取り角部１２では、保持部４ａに収
容した複数のステイプル３の全てを成形した場合でもくぼみが形成されることはなく、ス
テイプル３の良好な成形と、成形されたステイプル３の円滑な離脱を実現することが可能
である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明のアンビルでは、外科手術に於ける切開部位の縫合に用いる医療用のステイプラ
ーに利用して有効である。
【符号の説明】
【００６６】
　Ａ　　　　　　　　　　　　アンビル
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　１　　　　　　　　　　　　ハウジング
　１ａ　　　　　　　　　　　当接片
　１ｂ　　　　　　　　　　　開口
　１ｃ　　　　　　　　　　　把持部
　１ｄ　　　　　　　　　　　座
　１ｅ　　　　　　　　　　　フランジ
　１ｆ　　　　　　　　　　　正面壁
　２　　　　　　　　　　　　レバー
　２ａ　　　　　　　　　　　駆動部
　３　　　　　　　　　　　　ステイプル
　３ａ　　　　　　　　　　　脚
　３ｂ　　　　　　　　　　　クラウン
　４　　　　　　　　　　　　収容部
　４ａ　　　　　　　　　　　保持部
　４ａ１　　　　　　　　　　平坦部
　４ａ２　　　　　　　　　　垂下部
　４ａ３　　　　　　　　　　脚案内部
　４ｂ　　　　　　　　　　　当接部材
　４ｃ　　　　　　　　　　　付勢部材
　４ｄ　　　　　　　　　　　ケーシング
　５　　　　　　　　　　　　ラム
　５ａ　　　　　　　　　　　脚
　６　　　　　　　　　　　　付勢部材
　７　　　　　　　　　　　　軸
　８　　　　　　　　　　　　案内部
　１０　　　　　　　　　　　接続部
　１１　　　　　　　　　　　支持部
　１２　　　　　　　　　　　面取り角部
　１３　　　　　　　　　　　成形位置
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